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 事 務 連 絡 

令和４年７月 22 日 

令和４年８月 24 日最終改正 

 

   都 道 府 県  

各  保健所設置市   衛生主管部（局） 御中 

   特 別 区  

 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

 

オミクロン株の BA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための 

医療機関・保健所の負担軽減等について 

 

 

平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがと

うございます。 

新型コロナウイルス感染症の発生届出については、感染者が増加した場合でも発生

動向を適切・迅速に把握するため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律第 12条第１項及び第 14条第２項に基づく届出の基準等について（一部改

正）」（令和４年６月 30日付け健感発 0630第１号厚生労働省健康局結核感染症課長通

知）において改正を行い、届出様式を簡素化したところです。 

また、オミクロン株が流行する中での保健所等による健康観察等の体制整備につい

ては、「新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等について」

（令和４年２月９日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連

絡（令和４年６月 30日一部改正）。以下「２月９日付け事務連絡」という。）において

お示ししています。 

本年７月以降、全国各地で新規感染者数が増加に転じ、多くの地域において急速に

感染が拡大しています。オミクロン株の BA.5 系統は、感染者数がより増加しやすい

ことが示唆され、免疫逃避が懸念されることから、BA.5系統への置き換わりが進むこ

とにより、夏休みによる接触機会の増加と相まって、新規感染者数の急速な増加の継

続も懸念されます。また、これに伴い、在宅で療養する軽症や無症状の患者の更なる

増加が見込まれます（WHO のレポートでは、BA.4 系統及び BA.5 系統に関して既存の

オミクロン株と比較した重症度の上昇は見られないとされています）。 

今般、本年７月 15日に新型コロナウイルス感染症対策本部において決定した「BA.5

系統への置き換わりを見据えた感染拡大への対応」においてお示ししている、医療へ

の負荷に直結する重症化リスクのある高齢者を守ることに重点をおいた対策を確実

に実施していくため、これまでも実施している医療機関や保健所等の負担軽減を更に
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推し進める観点から、下記の対応とすることとしました。 

また、本年７月 29 日に新型コロナウイルス感染症対策本部において決定した「病

症、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」においてお示ししている、発熱

外来を経ない在宅療養の仕組みの先行事例の横展開について、下記のとおりお示しま

す（各自治体の取組事例は別添の参考資料に掲載している）。本年８月４日に同本部

において決定した「オミクロン株の特徴に合わせた医療機関や保健所の更なる負担軽

減への対応」に基づき、65 歳以上の者及び 65 歳未満の重症化リスクのある者以外の

者に係る発生届出の届出項目について、一定の要件のもと、自治体の判断により、更

なる削減を可能とすることとしています（８月４日の一部改正で更に削減した項目は、

診断日、採取日、有症状の場合は発症日、ワクチン接種回数、番地など詳細な住所、

氏名のうちふりがな）。さらに、今般の感染状況に鑑み、更なる負担軽減策等をお示

ししますので、内容について御了知の上、関係各所へ周知の程、お願い申し上げます。

なお、本年８月 24 日に厚生労働省から公表している発生届の対象の限定に係る手続

き等については、関係省令等が公布され次第、速やかにお示しする予定です。 

（主な改正箇所は太字下線部分） 

 

記 

 

１．発生届出の簡略化について 

自治体において、陽性者が体調悪化時等に確実に繋がる健康フォローアップセン

ター等を設置していることを確認した場合には、以下の①及び②の対応を可能とす

ること。 

 

① 65 歳以上の者及び 65 歳未満の重症化リスクのある者（※１）に係る発生届

出については、従前のとおり行うこと。 

 

※１ ２月９日付け事務連絡で示している重点対象者（40 歳以上 65 歳未満の

者のうち、重症化のリスク因子となる疾病等を複数持つ者又は妊娠してい

る方）を基本として、自治体で決定すること。 

 

② ①以外の者（入院が必要な者を除く。）に係る発生届出については、陽性者の

急増による医療機関及び保健所における業務の状況に鑑み、当面の間、患者・

疑似症患者等の診断した者の類型に加えて、まずは以下の項目について記載し、

届出を行うことが可能であること。（※２）。 

・陽性者の氏名（ふりがなを除く） 

・性別 

・生年月日 

・当該者所在地（市区町村名まで） 
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・電話番号（当該者又は保護者電話番号のいずれか１つで足りるものとす

る）    

 

   ※２ 「新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等につ

いて」（令和４年２月９日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策

推進本部事務連絡）１．（２）の取扱いにかかわらず、本事務連絡のとおり

取り扱うこと。 

 

※３ 「診断年月日」及び「検体採取日」の項目については、HER-SYSにおいて

入力しなければ、登録ができない設定となっているため、システム改修を

行うこととしているが、改修には１か月程度の期間を要するため、それま

での間の暫定的な取扱として、両項目には「報告日」を入力いただきたい。

なおこの取扱は、上記①及び②の者の入力に適用する。 

 

また、各自治体においては独自の項目の入力を求めている場合もあるが、今般の

感染状況により、医療機関等における届出に係る事務の負担が増加している事に鑑

み、早急に当該健康フォローアップセンター等を導入し、特段の事情が無い限り、

届出項目の簡略化を検討すること。 

また、HER-SYS を用いた入力事務を外部委託する際、特に、医療機関において発

生届をシステムに直接入力する際については、支援が必要な医療機関に対する入力

スタッフの確保等について、感染症予防事業費等負担金（感染症発生動向調査事業）

の活用が可能であるため、万全を期すこと（令和２年９月 25 日付け健健発 0925 第

１号、健感発 0925 第１号、総財調第 25号通知「保健所に係る『新型コロナウイル

ス感染症に係る今後の取組』について」参照）。 

 

２．健康観察の簡略化・迅速化について 

健康観察については、２月９日付け事務連絡において重症化リスクの高い者に重

点的に実施することをお示ししているが、これらの者に確実に健康観察を行う観点

から、以下の①、②及び③の対応を可能とすること。 

 

① 65歳以上の者及び 65歳未満の重症化リスクのある者に対しては、My HER-SYS

等のシステムでの連絡を含めて、迅速に初回の連絡を行うとともに、My HER-SYS

等のシステムの利用を含め、適切に健康観察を行うこと。 

なお、65歳以上の者及び 65歳未満の重症化リスクのある者であっても My HER-

SYS 等が利用できる者については、これらの手段を利用していただくことにより

確実に健康観察を行うこととして差し支えないこと。 

 

② ①以外の者に対しては、体調悪化時等に確実に繋がる健康フォローアップセン
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ター等を設置し、当該健康フォローアップセンター等の連絡先を診療検査医療機

関等で伝える等陽性者に確実に伝達する仕組みが整っている場合は、当該健康フ

ォローアップセンター等の連絡先の伝達をもって健康観察の初回の連絡とする

こととし、療養期間内においては陽性者が体調悪化時に当該健康フォローアップ

センター等へ連絡することとして差し支えないこと。 

また、初回の連絡以降は、本人からの体調悪化等の連絡があった場合には、自

治体等が My HER-SYS 等の利用も含め健康観察を行っている場合に、同様の取組

を行う事も可能であること。 

 

 ③ 現在の感染状況を踏まえ、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来

診療の対応について」（令和４年１月 24日新型コロナウイルス感染症対策推進本

部事務連絡）においてお示ししているとおり、①以外の者であって、症状が軽い

又は無症状の方について、自らが検査した結果を、行政が設置し医師を配置する

健康フォローアップセンター等に連絡し、医療機関の受診を待つことなく健康観

察を受けることが可能であるため、外来のひっ迫を回避できるよう、積極的に導

入・活用すること。その際、同センター等の医師が感染症法第 12 条第１項に基

づく届出を行うこととなる点に留意すること。また、本人から健康フォローアッ

プセンター等への連絡以降は、本人からの体調悪化等の相談に応じ健康観察を行

うこととすること。その際、My HER-SYS等のシステムを活用すること。 

 

３．濃厚接触者の特定・行動制限について 

濃厚接触者の特定及び行動制限の考え方については、「B1.1.529 系統（オミクロ

ン株）が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者

の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」（令和４年３月 16日新

型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）においてお示ししているところで

あるが、オミクロン株は感染・伝播性が高く、潜伏期間と発症間隔が短いため、感

染が急拡大し、それに伴い濃厚接触者が急増することから、その全てに一律に対応

を行うことは、保健所機能や社会経済活動への影響が非常に大きい。このため、濃

厚接触者の特定・行動制限はハイリスク施設に集中化することとし、同一世帯内以

外の事業所等については、濃厚接触者の特定・行動制限は行う必要がないことを改

めて徹底すること。またその際、濃厚接触者の特定に当たっては、一律に聴取り等

を行う必要はなく、同一世帯内の全ての同居者が濃厚接触者となる旨を感染者に送

付するメッセージにその旨を盛り込み周知する等の方法により感染者に伝達する

こと等をもって濃厚接触者として特定したこととすることは可能である。なお、地

域の感染状況等を勘案して、クラスターが確認された場合等自治体が濃厚接触者の

特定・行動制限について感染拡大の防止のために必要と判断する場合に、ハイリス

ク施設以外についても特定・行動制限を行うことは可能である。 

また、保育所（地域型保育事業所及び認可外保育施設を含む）、幼稚園、認定こど
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も園、小学校、義務教育学校、特別支援学校及び放課後児童クラブにおいては、関

係部局が連携し、方針を決定することとされており、濃厚接触者の特定・行動制限

を行わないこととしている自治体もある。保健所等の業務ひっ迫の状況や社会経済

活動への影響も踏まえ、関係部局間で連携し、濃厚接触者の特定・行動制限の必要

性について、改めて、検討を行うこと。 

なお、濃厚接触者となった医療従事者等は、待機期間中においても、一定の条件

の下、毎日の検査による陰性確認によって、業務従事が可能であり、特に感染拡大

期においては、活用を検討すること（「医療従事者である濃厚接触者に対する外出自

粛要請への対応について」（令和３年８月 13日厚生労働省新型コロナウイルス感染

症対策推進本部）等を参照）。 

 

４．療養・待機期間終了時の取扱いについて 

  療養期間又は濃厚接触者の待機期間終了時の取扱いについては、以下の対応を改

めて、徹底すること。 

（１）陽性者の療養期間又は濃厚接触者の待機期間については、定められた日数を

経過した場合には、療養・待機を終了することとし、保健所から改めて連絡を

行う必要はないこと。 

（２）陽性者の療養期間又は濃厚接触者の待機期間が解除された後に職場等で勤務

を開始するに当たり、職場等に医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・

自宅療養の証明又は PCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等

を提出する必要はないこと。 

（３）就業を行わないことについて、陽性者からの協力が得られる場合、感染症法

第 18 条に基づく就業制限を行う必要はないこと。 

 （４）各種通知書類の業務の効率化を行うため、SMS 等電子的な交付でも可能（保

健所からの通知メールの写し等既存の文書でも可）とする。My HER-SYSのショ

ートメールでは、保健所独自のメッセージの記入が可能であるため、活用する

こと 。 

 

５．療養証明書の発行について 

  宿泊療養又は自宅療養を証明する書類の発行については、「宿泊療養又は自宅療

養を証明する書類について」（令和２年５月 15日付け厚生労働省新型コロナウイル

ス感染症対策推進本部事務連絡（令和４年４月 27日一部改正））において、原則 My 

HER-SYSの活用を含め、地域の実情に応じた対応をお願いしているところであるが、

今般の急速な感染拡大の中、当面の間、保健所等における宿泊・自宅療養証明書の

申請の受付を一時中止し、地域の感染状況に応じて業務を再開することとして差し

支えない。 

  また、今後の当該業務の実施に当たっては、保健所業務のひっ迫を防ぐ観点から

都道府県での一元化や外部委託の活用など、効率的な体制構築を検討されたい。加
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えて、陽性者に対しては、紙での療養証明書の発行は保健所業務への負担が大きい

ことから、原則として、My HER-SYSの利用について協力を求めること。併せて、療

養開始時や療養期間解除後又は濃厚接触者の待機期間の終了後に改めて検査結果

の証明を求めることがないよう、政府から事業者団体等に対して要請を行っている

ことを周知しておくこと。 

 ※ １．の発生届出の簡略化に伴い、My HER-SYSによる療養証明書の記載事項は、

「診断年月日」と表示する仕様となっていることから、今後、システム改修を行

う予定であること（スケジュールなど詳細は追って連絡する）。 

 

６．自ら検査した結果の登録により療養を開始する仕組みの導入等について 

現在の感染状況を踏まえ、外来のひっ迫を回避する観点から、２．③でお示しし

た自らが検査した結果を都道府県等が設置し医師を配置する健康フォローアップ

センター等に登録し、外来受診を経ることなく迅速に療養に繋げる仕組みを導入す

ることも有効であり、そのためには外来を経ない医師を配置する健康フォローアッ

プセンター等の設置が極めて重要であり、すべての都道府県において、導入するこ

と。 

既にこうした仕組みを導入している自治体においては、様々な取組が行われてお

り、次のような実施事例を参考に、地域の実情に応じて、これらのうち都道府県等

で必要な取組を組み合わせて導入する等、対応を検討いただきたいこと。 

その際、全国的に利用可能な My HER-SYS から、自分で療養証明が取得できるこ

とを周知・徹底いただくこと。 

※ 「発熱外来における抗原定性検査キットの配布等について」（令和４年７月 21

日付け事務連絡）等で要請しているように、薬事承認された抗原定性検査キット

を重症化リスクの低い有症状者等に対して、発熱外来での配布やキット配布セン

ターからの郵送、薬局や公共施設での配布等を行う体制についても、引き続き迅

速な整備に向けた対応を要請する。 

 

（実施事例）※各自治体の取組事例は別添の参考資料に掲載 

①自ら検査した結果を既存の自治体の WEB 申請フォーム等オンラインを通じて提

出・陽性者を把握 

 ※ 自ら実施する抗原定性検査キットによる検査以外に無料検査センター等での検査結

果を登録し、電話又はオンラインで診察する方法をとる事例もある。 

②申請された基礎情報（氏名・生年月日等）や自ら検査した結果を医師以外の者が

電話や画像等で確認 

③あらかじめ聴き取った基礎情報等の情報をもとに、医師の管理下で発生届を作成 

④健康フォローアップセンター等の医師は、自治体の医師（保健所長や健康フォロ

ーアップセンター等に配置されている医師）に加えて、地域の医師会と連携して、

当番制で実施 

 ※ 自治体の健康フォローアップセンター等の医師が薬の処方を行っている事例もある。 
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⑤検査結果を登録後、My HER-SYSを利用しない方も含めて、登録情報から自動的に

作成される療養開始の証明をオンラインで交付 

 

○ 上記のような取組を行うに当たっては、改めて以下の点もご了知の上、実施いた

だきたいこと。 

・ 発生届については医師の管理下で行うものであるが、HER-SYS への入力そのも

のは医師以外の者が行っても差し支えないこと。 

・ 発生届に記入する基礎情報、発症年月日、検体採取日、ワクチン接種歴等を医

師以外の者が聴き取り、入力して差し支えないこと。 

・ 自己検査結果の登録により発生届が出された場合においても、My HER-SYSが使

用出来る場合は、My HER-SYS上の療養証明が可能であること。 

 ※ 療養開始時や療養期間解除後又は濃厚接触者の待機期間の終了後に改めて検査結果 

の証明を求めることがないよう、職場等には国から要請を行っていることを周知して

おくこと。 

・ My HER-SYSの療養証明書には診断年月日の記載があるが、療養期間の記載がな

くても、有症状の場合には、発症日の翌日から起算して１０日間、無症状の場

合には、検体採取日の翌日から起算して７日間となる旨を周知し、紙の療養証

明書においても同様の内容になる旨を周知しておくこと。 

 ※ なお、療養証明書の記載事項は同じであり、発症日や療養終了日が記載されないこ

とを周知すること。 

 

７．入院勧告等に係る協議会の簡素化について 

  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114

号）第 20 条第 1 項の規定による入院に係る勧告及び同条第４項の規定による入院

の期間の延長（以下「入院期間の延長」という。）を行うにあたっては、あらかじ

め、当該患者等が入院している病院等の所在地を管轄する保健所が設置する協議会

の意見を聴かなければならないとされているところ、「新型コロナウイルス感染症

の診査に関する協議会の運営について（令和２年４月 22 日厚生労働省健康局結核

感染症課長通知）」において、協議会の運営の簡素化（①テレビ会議、②持ち回り、

③委員長の了承を得た上での事後開催）等についてお示ししている。 

今般、オミクロン株の特徴や感染状況に鑑み、医療がひっ迫している場合には、

緊急避難的な対応として、 

① 入院勧告により入院すること又は入院期間の延長について、診査の対象となる

新型コロナウイルス感染症の患者の同意が得られていること 

② 意見聴取の手続を簡素化することについて、あらかじめ協議会（新型コロナウ

イルス感染症の患者の入院の診査を担当する部会を設けている場合には、当該部

会。以下同じ。）の委員間において申し合わせがなされていること 

を前提として、月１回の事後開催を基本とすること。 
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ただし、こうした場合でも、当該患者から入院に対しての意見があった際には、

丁寧にその意見を聴くなど、人権配慮に留意いただきたいこと。 
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Q１ １．の柱書き及び２．②の「体調悪化時等に確実に繋がる健康フォローアップセ

ンター等」について、医師の配置は必須か。 

 

陽性者の体調悪化時等に確実に繋がる体制が確保されていれば、一般的な健康相談

を受け付けるコールセンターでも差し支えなく、医師の配置を必ずしも求めるもので

はありません。 

 ただし、２．③及び６．で導入をお願いしている「65 歳以上の者及び 65 歳未満の

重症化リスクのある者以外の者であって、症状が軽い又は無症状の方について、自ら

が検査した結果を、行政が設置し医師を配置する健康フォローアップセンター等に連

絡し、医療機関の受診を持つことなく健康観察を受ける仕組み」については、当該健

康フォローアップセンター等において医師を配置し、感染症法に基づく発生届を提出

していただくことを想定しています。 

 

Q2 ２．③の「①以外の者であって、症状が軽い又は無症状の方について、自らが検

査した結果を、行政が設置し医師を配置する健康フォローアップセンター等に連絡

し、医療機関の受診を待つことなく健康観察を受けることが可能」について、無症

状の者について想定されている検査方法如何。また、自らが検査した結果とあるが、

検査キットによる自己検査に限られるのか。 

 

無症状者の検査方法については、ＰＣＲ検査や抗原定量検査を基本的には想定して

いますが、スクリーニング検査として抗原定性検査を用いることも考えられます。こ

の抗原定性検査によって陽性となった場合には、医師が必要と認めれば核酸検出検査

や抗原定量検査により確認することが考えられますが、感染状況等を総合的に勘案し、

追加の検査を行うことなく届出を行うことも可能と考えており、そのため健康フォロ

ーアップセンターには医師を配置することを求めています。 

また、自らが検査した結果とは、抗原定性検査のほか、各自治体が実施する無料検

査事業や、各企業に設置されている検査センター等で実施するＰＣＲ検査又は抗原定

量検査が想定されるところです。各自治体におかれては、外来医療のひっ迫を回避す

る観点から、抗原定性検査以外の検査結果についても登録できる運用としていただく

ようお願いします。 

 

Q3 ２．③の「行政が設置し医師を配置する健康フォローアップセンター等」につい

て、当該医師が当該健康フォローアップセンター等の管轄外（県外など）の医療機

関に勤務している場合、発生届はどこに提出すればよいか。 

 

 当該健康フォローアップセンター等に配置された医師が、登録のあった患者の発生

届を提出する場合は、原則として、当該健康フォローアップセンター等の最寄りの保

健所（管轄内の保健所）に届け出ていただくことを想定しています。なお、当該健康
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フォローアップセンター等の運営が管轄外（県外など）の事業者等に委託されている

場合には、当該健康フォローアップセンター等の住所地を、当該健康フォローアップ

センター等を設置する自治体の保健所が管轄する住所（保健所の所在地など）として

HER-SYS ユーザーID（外来医療機関）を作成いただくことで、当該健康フォローアッ

プセンター等を設置する自治体の管轄保健所に発生届を提出していただくようお願

いします。 

当該健康フォローアップセンター等の運営を県外の事業者等に委託されている場

合に、当該県外の自治体の陽性者として公表されている事例も見受けられることから、

こうした事例がないか今一度ご確認いただき、当該健康フォローアップセンター等を

設置する自治体の陽性者として公表されるよう、適切に対応いただくようお願いしま

す。 

 

※当該健康フォローアップセンターの HER-SYSユーザーID（外来医療機関）の発行を

行うのは、当該健康フォローアップセンターを設置する自治体を想定しています。当

該健康フォローアップセンター等が使用する HER-SYSユーザーID（外来医療機関）の

新規作成方法については、「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム

（HER-SYS）ユーザー操作マニュアル」の「24.4 外来医療機関マスタ画面」をご参考

の上ご対応いただくようお願いいたします。 

 

Q4 ２．③の「行政が設置し医師を配置する健康フォローアップセンター等」により

発生届が提出された者について、その後医療機関を受診した場合には、公費負担医

療による補助の対象となるか。 

 

一般に、宿泊療養又は自宅療養の認定前に実施した医療については、公費負担医療

（新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金）による補助の対象とはなりません

が、２．③の「行政が設置し医師を配置する健康フォローアップセンター等」に連絡

した後に医療機関を受診した場合には、当該健康フォローアップセンター等に配置さ

れた医師により発生届が提出されていることから、初診料も含め、公費負担医療（新

型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金）による補助の対象として差し支えあり

ません。 

 



1

参 考 資 料

（抗原定性検査キットの配布事例）
（健康フォローアップセンターを活用した事例）

※８月10日時点の情報で作成しております
※実施中の全ての自治体の事例を掲載しているものではありません
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事例１：北海道（札幌市）において実施中の内容 https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/documents/tirasi.pdf
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事例２：青森県において実施中の内容 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/temporary_test_register.html

:検査・登録等のスキーム図（概略） 1 

有症状者等

＾^ 

/-----

I［祖寄！雰竺ット ］9
①Webで甲し込み

自
ツ

の
キ

＇ 
、セグ

施

⑥ 【底性の塩合】
メールで連終 ＾ 

ヽ
［編性の場合｝

し 医師による診

、__＿＿＿ノ
※センター．-， 託により辰ロ
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事例３：宮城県において実施中の内容 https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/haiso-touroku-center.html

＠ 検査キット配送・陽性者登録センター （宮城県・仙台市共同運用）

する中、発熱外 における検 の 担
- u 

検査キットによる
自己検査

“ 無料検査

し込

検査キット配送・陽性者登録センター
8月5日（金） l5時から受付開始

I 
抗定性

検査キット配送

の場合は報 （己子申語）

の場合は報告 （ 語）

症化リスク等の

師に

生届提出

(HER-SYS カ）

［仙台市以外］
所・フォローアップ

センターによる支

［仙台市］
仙台市保健所等

による支

一原
則
宿
泊
弓

（
入
院

・
自
宅
療
投）

対

次の要件をすべて満たす方
① 県内に住所のある方
② 2歳以上65歳未満の方

③ 

検査キッM)配付方法

1, 

仙台市医師会の協力

bで申込を受小
（複数回の申請可）

（当曲の間）※合計約20万キット（ 定）
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事例３：宮城県において実施中の内容 https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/haiso-touroku-center.html

フロー図

の
った方 ．

 子申語で

検査キット申込

キット発送
（申込から1~2日襖）

検査キット配送・
陽性者登録センター
（仙台市医飼会の協力により

医輌を配茎）

検査希望者

I 

［原則］宿泊額云

入院

自宅震蚕

．．．． ．．．． ．．．． 
保健所
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事例４：埼玉県において実施中の内容 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/self_test.html

診療・検査医療機関での診療 ’.，検査に加えて、
検査確定診断登録窓口やオンライン診療など新しい取組も行つでいます

＾ 一

発熱等で

lお困りの方

o k 

。̂

県庁；市町村、

地域振興センター
医療機関等から

検査キット入手

診療・検査医療

機関を検索

検査確定診断登録窓口

• 16~50歳未満の方
．症状が軽く受診の緊急性が低い方

オンライン診療

検査キット陽性者相談窓口

診療・検査医療機関の一部

診療・検査医療機関

·;1~ 予約の上、受診

お盆期間中は、特別に診療・検査体制の強化を行っています
(8/11 17か所、 8/l34か所、 8/14l 1か所の医療機関が臨時開院予定）



事例４：埼玉県において実施中の内容 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/self_test.html

発熱症状等のある方の診療・検査体制 | 

発

熱

な

ど

の

症

状

確

認

県庁から

検査キット入手

薬局で

検査キット購入

自
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定
性
検
査

診断

対面による

医師の診察や検査、

薬の処方を希望する方

16~50歳未満の方で、

症状が軽く、

すぐの受診が不要の方

検査確定診断登録窓口

オンラ インによ る

医師の診察や

薬の処方を希望する方

診療・検査医療機関

診断

検査キット陽性者相談窓口

診断
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検査 I 
【対面による診療 ・検査】＇ 

診断
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事例５：千葉県において実施中の内容 https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kenkoufukushi/test_distribute_and_register_positive.html

検査・登録等のスキーム図（概略）

キット申込み
(WEB) 

・有症状
・酋症化リスク低

．・ 
キット配付
（メール便）

県配付抗原検
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対策を徹底

・自己調運のキット
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隅性の場合
本人が報告
WEB) 

本人が報告

一

------一一
/~ 

I, 

-...． -.. 

検査キット配付

キット配付．
者登
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ヽ
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キット配付
（メール便）

検

陽性者登録

医師が検査結果等
の情報をもと に
確認 I ________ _, 

※センターは菓務委託により設雹

悶性の場合
本人が報告
(WEB 

．濃厚接触者
・宙症化リスク低•• 

発熱等の症状が
現れた場合、県配付
抗原検査キットを
自宅で使用して検査 1、
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自
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-
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I II ＿ 
I II 
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事例６：東京都において実施中の内容 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/youseitouroku.html

9

有症状者への検査キット配布について

v現在実施中の濃厚接触者への抗原定性検査キット配布について、

配布対象を有症状者に拡大し、 発熱外来受診前などに自ら検査を実施

V 感染拡大に伴う検査・受診の集中を緩和し、 有症状者の検査機会を確保

V 8月1日受付開始、当初は20代から開始し、順次拡大 (8月9日から30代に拡大）

①WEBサイト II無症状の濃厚接触者
にて申込

②自宅へ配送

※医療機関での検査キット配布も実施

③有症状時に自宅で検査

0 0 

有症状者 1̀i盆
. -

③自宅で検査

診療・検査医療機関
（オンライン診祖含む）

陽性者登録
センター



https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/youseitouroku.html

10

事例６：東京都において実施中の内容

陽性者登録センターの設置について

発熱外来等の負荷軽減及び迅速な陽性判定が可能となる体制を構築

0 自宅等での自主検査で陽性が判明した方が、 陽性者登録センターに申請

0同センターが発生届を提出し、うちさぽ東京が健康観察をサポート

08月3日開始、当初は20代 （重症化リスクないから開始し、順次拡大

＾ 
自主検査で
陽性の方

①登録申請
(Web) 

③結果連絡
（メール等）

※薬の処方は行わない

（常備薬を活用）

へ ②申請内容の
lt 確認

一`陽性者登録

センター

(8月9日から30代に拡大）

④発生届
提出 保健所

うちさぽ

⑤体調変化に気づいた際の相談など
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事例７：神奈川県において実施中の内容 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/ms/test_kit.html

1 (2022年8月 5日から）抗原定性検査キ ットを無料配布します

II (1)無料配布の対象 となる方

無料配布の対象となるのは、重症化リスクが低い2歳から39歳までの方、 40歳から64歳までで重症化リスク因子がない

方、妊娠していない方で、発熱等の症状がある方もしくは感染者の濃厚接触が疑われる神奈川県内にお住まいの方で

す。この条件を満たす方は抗原定性検査キット申込みフォームから無料配布を受けるクーポンをお申込みいただくこと

で、 1枚のクーポンで2キット分を 1人1回に限り受け取ることができます。受け取る際は全員分の氏名と県内住所が分

かる本人確認書類を窓口でご提示ください。 1日の発行クーポン数には上限がありますので、ご了承ください。 配布は8

月5日（金曜日）以店、体詞が整った機関から順次開姶します。

?O 
2~39歳

40~64歳で
2g 

症化リスク因子なし
J +こ：、一・
していない 発熱 等の症状 感染者との濃厚接触

無料配布は医療機関のひっ迫の解消を自的としているため、陽性が判明した場合は医療機関を受診せず稿極的に自主療

醤をご検討頂くことをお願いしております。

// (2)無料配布期間

• 申込開始 ： 8月 3日（水疇日）

• 発熱診療等医療機関及び薬局での配布期間 ： 8月 5日（金躍日）から8月 31日（水曜日）

• 1テ政機関での配布期間： 8月 6日（土耀日）から8月21日（日罐日）

II (3)事業概要

外来医療のひっ迫に対応するため、厚生労働省は都道府県を通じて発熱等の症状があり重症化リスクの低い方への抗原

定性検査キットの無料配布を行っています。県では、条件を満たし配布を希望する方が次の手順で申 し込みの上、配布

場所で直接受け取れる体制を整備しております。抗原定性検査キットは、 1人2キット分 (1回限り） をお渡しします。

在庫の状況により事業が終了する場合がありますので、予めご了承ください。
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事例７：神奈川県において実施中の内容 https://www.pref.kanagawa.jp/documents/83763/220722_jisyuryouyou.pdf

| 9戸 l県

- 逗 デ
2皿年7月時点で、再び新型コロナウイルスの

た一方、亘症化リスクが忘いとされる1
ております．そこで、室症化リス
ー察のアシストを受けるシステムを構築しました． 3助月、ご協力乞お

［土化の可能性が低いことが分かって
が徐々 ！ヰ劫もていることから、限られた医療白源をリスクの忘い方へ亘点的に提供したいと考ス

明した場合は医療機関の診断を待たずに、自ら原召を行い呉^ R

す．

}
0国

らちこはg
 

i
 

主g
 

自主療養は簡単3ステップ

〇雰デ膨ステムに

〇溢缶品

〇温品＆B，から
日1-

自主療膏の ま,＇ 
因子＊がない方で、妊娠していない方です。
断を受けてください。

!Jスタ ていは＼心 .., , _,— ._捐 L.,,
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事例８：長野県において実施中の内容 https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-
taisaku/happyou/documents/jyakunenkeisyousyabessi2.pdf

新型コロナウイルス感染症

若年軽症者登録センターについて（イメージ図）

,-------------—ヽI 治療、薬の処方は行いません 1 ,___ _ ________, 
----...—- ----------、

＊ 
＊ 

* -＊ 
＊ ＊ 

自

≫,~ 
宅

心二~Ii i
・有症状（軽症）

キ

・ 20~30代
ツ

・基礎疾患等なし ト
．妊娠なし 旦

自
主
検
査

引き続き

感染防止対策を徹底

長野県

若年軽症者登録センター

・ WEB申請の内容により、
陽性判定

※長野市内在住の方

長野市新型コロナ自己検査

ォンライン登録システム

発生届 汁〗-/］

受理連絡 （メール）： 
自宅療養

（自己健康観察）

※松本市内在住の方
松本市陽性者オンライン

登録窓口
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事例９：三重県において実施中の内容 https://www.pref.mie.lg.jp/JOHOBUNSEKI/HP/m0352700011.htm

WEB申込後

配布センターから

検茸キットを送付

；；二こ：疇が^
確認のうえ

発生届を捉出

.. 

~ 

合` 自宅等で本人による＼う 検奎を行う

、9
隔性の場合、検査結果を

WEB上に報告 >n •L 

検麟果の画像 直見
•木人確認害類の画像

・健辰状賑の入力

保健所からこ本人へ SMS等にて連絡
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事例10：大阪府において実施中の内容 http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/attach/hodo-45334_4.pdf

I 若年軽症者オンライン診療スキーム | 

抗原定性検査キット（自己購入・無償配布）を活用した検査・診断
◆重症化＇）スクの低い若年者て症状の程度が軽い場合は、自身て購入した検査キットや無償配付する検査キットて検査実施

◆検査キッドて陽性の場合は、その結果をもって、オンライン診療による確定診断を実施
r--―→-------------------→ 

8/3ヽ i 自己購入 i 
から l 躙で購入した検査キットの利用 』

薬局で市販の医療用の抗原定性検査キットが

手元にあり、症状が軽い方（無症状以外）

｀崎ビ崩渫品 Ira[J 
※医療用キットは、パッケージに「体外診断用医薬品」と記載

登録された判定結果により 0発生届の提出
オンライ鴻療て確定診断い薬の処方等

--------＝---：ご――.------！ , _______________, _______________________,----------』

配付対象者（次の①～④立△ヱに該当）

つ大阪府内に在住

②20歳～49歳で症状が軽い（発熱・咳等）

R重症化リスクに該当する基礎疾患等がない

④妊娠していない

匠コ 妙も高齢者、妊婦の方等で、＇症状がある場合は
診療・検査医療機関を受診してください。

必ず事前予約

検査キットの受取

＇S:1|配付協力薬局（すべての印iではありません）

►＇ 医療用の抗原定性検査キッ トを無償配付
►＇ 運転免許証などで居住地を確認
►， 窓口対応時間を簡略化し、多くの方に対応

※配付協力薬局で検査はしません

※ホームベージは配布協力薬局が決定後、 類次オープンします (8月5日掲載予定）

3
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事例10：大阪府において実施中の内容 http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/attach/hodo-45334_4.pdf

若年軽症者オンライン診療スキーム

【B】若年軽症者無料検査センター 【期間】 当面の間 (R4.8.3（水）～）

◆実施期間 R4年8月3日（水） ～ 
◆事業者数 「若年軽症者無料検査センター」※無料検査事業者から募集、府内約60箇所（開始当初は30-40箇所程度、順次拡大）

◆検査からの流れ

・若年軽症者検査センターて検査。検査結果が「陽性」の場合、センター（提携医療機関）から保健所へ発生届を提出。

・症状に応じ、府の窓口を通じてオンライン診療を申込。

・症状に応じ、医師の診断により解熱剤等処方。

|【B】若年軽症者無料検査センターフロー I

発生届提出

検査の予約

壱与l、両
採

...l 性

取 ふ ロ^ーご
I lふ::：:S；ら 1

抗原定性検査

又は

PCR検査等

―― ―― ―― 
＋
 ―― 検

査
結
果

----
センター（提携医療

機関）が対応

⑫陽性確定

団保健所へ発生届提出

自宅待機SOSや府HPから案内

→オンライン診療医療機関に

診療申込

1► 
~, 

孟 ―
回必要に応じて解熱剤等処方

処方箋送付
~ 

薬
局
古

※ホームページは8月3日公開予定です。

,~．逗遭 大阪府若年軽症者無料検査センター

保
健
所

4
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事例11：京都府において実施中の内容 https://www.pref.kyoto.jp/kentai/corona/youseitouroku.html

圃i-
R医師による確定診断

J 繭琴曲郎轟如を送付 （希望者）

，•生活支援物資を配送 （希望者）

r
 

_
 ー

―

|
_
 

ー

―

|
_
 

医療用抗原検査キット
ゃ

◎陽性甘立
センターi

一子申『

〇自宅療呑を
開上a
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事例12：兵庫県（神戸市）において実施中の内容 https://www.city.kobe.lg.jp/documents/51185/hasseitodoketirashi20220802.pdf

らヽ

を
又

の

。

ヘ

らヽ

）） 

;0
0
~
 I
 

2;
00
, 
I
 

3
;
0
0
~
 17
;
0
0
 

8
月

2
8
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事例13：山口県において実施中の内容 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/124707.pdf

1抗原検査キットの申込から自己検査までの流れ
三

r ヽ

有症状者 ・’ ①県の webページから受
付専用窓口にインター
ネットで申込

URL: https://forms.office.com/r/uNPbQJRyZc 

郵送による抗原検査

キットの送付

②
本
人
が
自
己
検
査
を
実
施

③ 「陽性」の場合、
本人から「抗原検
査キット ・陽性者
登録センター」に
連絡

一

抗
原
検
査
キ
ッ
ト
・
陽
性
者
登
録
セ
ン
タ
ー

-
保健所

ヽノ
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事例14：宮崎県において実施中の内容 https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/71243/71243_20220806152611-1.pdf

宮崎県陽性者登録センターの運用

発熱症状等を有する方に抗原定性検査キットを配布し、自ら検査を行ってもらい、陽性の場

合はセンター医師の診断により、陽性を確定し、速やかな健康観察へ移行。

， 
① キット配布

の申請(Web)

有症状者のうち
• 40歳未満かつ
基礎疾患を有
しない方

④ 自主検査

□ -
健康観察と

感染防止対策

③キッ ト配送

又は直接配布※

□ ⑤陽性者登録

(Web) 

・陽性結果と本人

確認書類の画像

②申請の受理

（配布要件の照合）

6)医師による陽性確定

※検査方法など各種問い

合わせにも対応

7

『

9

‘

 

゜
、̀

陽性者の管理

重症化 リスクによリ

’ 
訪問看護ステーションや

フォロ ーアップセンタ ー等

による健康観察

~
 

し． ． 
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事例15：沖縄県において実施中の内容 https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/vaccine/kensa/documents/syousai_mousikomi220801.pdf
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/hoken/vaccine/kensa/documents/220712yakkyokuannai.pdf

く抗原定性検査キット配布申込・検査の流れ＞
抗原定性検査・靡者登録センターイメージ I 

（例）同届家族構成
7人の場合

（例）の同届家族のうち、
小学生がコロナ感染を疑

う症状がある．

本人：小学1年生

祖父、祖母、父、母

：中学1年生
兄：困校1年生 卜ツ

ら
キ

か
査
す

J
検
ま

コ
性
し

畠
年

利＝
 

翫

胃

団
6

雪

悶
晶
品

悶
竪
輝
ぷ

込
生
、
居

OB
に

申
学
第
同
を
安

言
は否定でき
ないため）

よ
診
凄

↓

即
瞑
収

医
る

査キット配布由込

同居家族分7キット I RADECO 
(Rapid Antigen-kit 

DEiivery Center 
Okinawa) 

雷子申請

抗原定性検査・

＂性者登録
センター

自宅憬玉中に症状が餞い
たり悪化した場合に受診

かかりつけの
病院

近隣の病院
発熱外来を
行う医痘機関

遣や受診に時間を要する状況を踏まえ、症状のある方が自ら実施した医猾用抗原検査キッ トの結果が開

となった場合に、直接医療機関を受診せず、 電話等による医師の問診 ・診断が受けられる体制を整備。

一 茸
＠

国^
＞
ー^

①
l
 ロ

抗原定性検査，
熊性者登録センター

R
 

／ 
※重屈化リスクの
低い若年者を中心

に経症の方を想

※症状が重い場合や

急変時には速やか
に医療機関を受診
して下さい。

＼ 
協力医療機関
（協力医傾）

＜ 串請•利用の流れ＞

1)抗原検査キッ トの購入
（薬局からセンターの利用方法を案内）

2)ご自身で抗原検査キットによる

検査を実施

3)電子白請システム(WEB)で申請

4)申請内容の確認

5)医師へ申請内容の共有

6)医師によるオンライン（電話等）

の間診・診断 （・足）

※治療や薬の処方を行うものではあl)ません。

●各保健所又は自宅療養健康管理センターによる迅速な疫学調査や健康観察等のケアに繋げる。

●検査体制のひっ迫による発熱外来を行う医療機関への患者の集中を防ぎ、 負担軽減を図る。
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事例15：沖縄県において実施中の内容 https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/hoken/vaccine/kensa/documents/220712yakkyokuannai.pdf

1
 9
 医

療
用
抗
原
検
査
キ
ッ
ト
を
使
用
し
陽
性
と
な
っ
た
方
へ

～
抗

原
定

性
検

査
・

陽
性

者
登

録
セ

ン
タ

ー
の

ご
案

内
に

つ
い

て
～

沖
縄
県
で

は、
症
状

の
あ
る

方
が
自

ら
実
施

し
た
抗
原
検

五
キ
ッ
ト

の
結
果
が
隔
性
と
な
っ
た
垣
合
に、

オ
ン
ラ
イ
ン
（
電
話
等
）
に

よ
る
医
師
の

問
診
が
受

け
ら
れ
る

体
制

を
整
備

しま
し
た
。

こ
れ
に
よ

り
、
直
接
医
療
機
関

を
受
診
せ
ず
に

新
型

コ
ロ
ナ

ウイ
ル
ス
の

診
断

を
行
い
、
そ

の
後
の
速
や
か
な
饂
康
観
察
等
の

ケ
ア

に
繋
げ
る

こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す

。

【ご
利
用
・
申
請
の
流
れ
】

【
手
順

1
】
ご
自
身
で
抗
原
検
査
キ
ッ
ト
に
よ
る
検
査
を
実
施

（ご
不
明
な
点
は購

入
薬
局

にお
問
い
合
わ
せ
下
さい

）
※

医
療
用
抗
原
検
五
キ
ッ
ト

の
販
売
薬
局
は
、
沖
縄
県
薬
剤
師
会

H
P
の

「お
知
ら
せ
欄
」
よ
り
ご
覧
下
さい

．

マ
マ

＜
陽
性
の
場
合

＞
<
．-
-

．ー
・`

次
の

［手
順

2
~
4
】
に
従
い

中
論
等

を
進
め

て
下
さ
い

。
時
点

の
結
果
と
な
り

ま
す
。
偽
陰
性
（
誤

って
陰
性

と
判定
）

場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
、
引

き
続
き
感
染
症
対
策

の
徹

底
を
お

殿
い
し

ま
す
。

マ
【
手
順

2
】
電
子
申
請
シ
ス

テ
ム

(W
E
B
)

に
て
申
請

口
右
の
Q
R
コ
ー

ド
か
ら

「医
療
用
抗
原
検
去
キ
ッ

ト
を
使
用
し
阻

性
と

な
っ
た
方
へ
」
の
ペ

ー
ジ

に
ア
ク
セ
ス
い
た
だ
き

、
陸
性
が
確
認

さ
れ
た

ご
本
人
の
(9
甚
本
悟
器
但
尭
＇
、
生
年
月
日
及
び

絡
先
な
ど
）

、
②
現
在
の
症
状
、
③
茎
礎
疾
患
の

有
無

、
④
使
用
し

た
検
去
キ
ッ
ト
種
類
等

選
択

膚
入
力

し
て
下
さ
い
。

曼
珈

E
B
サ
-f

~ 

口！
慮
暑
瓢
望
曰
〖
石
ビ
；

マ
【
申
誼
・
受
付
完
了
】

【手
順

3
】
申
請
内
容
の
確
認
、
電
話
間
診
時
間
の
事
前
連
絡

ロ
セ
ン
タ

ー
串
務
局
よ

り
、
申

詰
内
容
の
確
認
及
び
電
話
問
診
の
予
定
時
刻
を
お
知

ら
せ

し
ま
ぃ

マ
【
手
順

4
】
医
師
に
よ
る
電
話
問
診

口
医
師

よ
り
、
申
諸

時
に
ご
記
入
頂
い

た
遥
絡
先
に
ご
連
絡
し
、

＇電
話
に
よ
る
問
診
を

行
っ
た
上
で
診
断

を
行
い
ま
す
（

※
本
サ

ー
ビ
ス
は
新
型

コロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の

診
断

を
行
う
も
の
で
、

治
療
や
薬
の
処
方

し守
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
あ
ら
か

じ
め
こ
了
承
下

さ
い

）。

【
医
師
に
よ
る
診
断
後
の
対
応
に
つ
い
て
】

翌
日
以
降
、

各
保
健
所
又
は
自
宅
療
養
健
康
管
坦
セ
ン
ク

ー
か
ら
、
疫
学
調
吉
や
健
原
親
察

な
ど
の
各
種

ご
案
内

に
つ

いて
、

S
M
S

（シ
ョ
ー

ト
メ
ッ

セ
ー
ジ
）
又

は
お

電
話

に
よ

り
お
知
ら

せ
し
ま
す
。
自
宅
程
蓑
と
な
っ

た
垣
合

に
は

、
引
き
続
き
外
出

を
控
え
て
下

さ
い
ま
す
よう

ご
協
力

を
お
顧
い
し

ま
す
。

：．：
自
宅
で

の
療
養
中
に

「顔
色
が
明
ら
か
に
悪
い

」
「急

に
息
苦

し
く
な

か
ら
緊
急
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合

は
迷
わ
ず
救
急
車

(
1
1
 g
 

ると
き
や
、
症
状

沖
縄

県
抗

原
定

性
検

査
・

陽
性

者
登

録
セ

ン
ク

ー
【問

合
せ
受

付
時
間

】
1
0
時
～

1
7
時
（
土

日・
祝
祭

日
含
む
）

T
E
L
 :

 08
0-
64
88
-2
38
1
、
08
0-
64
88
-2
38
2

（
申
請
者

専
用
ダ
イ
ヤ
ル
）


